
第１条(総則) 

 お客様(以下甲といいます)とカテナレンタルシステム株式会社(以下乙といいます)との間の賃貸

借契約(以下レンタル契約といいます)について、別に契約書類を作成しない場合には、以下の条文

の規定を適用します。 

第２条(物件) 

 乙は甲に対し、乙が甲に発行するレンタル明細書に記載するレンタル物件(以下物件といいます)

を賃貸し、甲はこれを賃借します。 

第３条(レンタル期間) 

①レンタル期間はレンタル明細書に記載する期間(以下レンタル期間といいます)とし、乙が甲に物 

件を引き渡した日の翌日をレンタル開始日(以下レンタル開始日といいます)、甲が乙に当該物件 

を返還した日をレンタル終了日(以下レンタル終了日といいます)とします。 

②この約款に基づくレンタル契約は、この約款に定める場合を除き、レンタル期間満了の日まで解 

除し、又は終了させることができません。 

第４条(料金) 

①甲は、乙が発行しレンタル契約締結日に有効なレンタル料金表以下レンタル料金表といいます) 

 に、基づいて算出した月額レンタル料及び追加レンタル料金表に記載する月額レンタル料、運送 

諸経費、その他代金など、レンタル明細書記載の料金に、消費税を付した金額(以下レンタル料等 

といいます)を何ら差し引くことなく乙に対して支払います。 

②レンタル明細書およびレンタル期間延長承諾書に記載の消費税は、レンタル契約締結時の税率で 

あり、この税率が変更されたときは、その差額分を直ちに精算するものとします。 

③レンタル料等は、レンタル開始日から1ヶ月ごとの月払いとします。レンタル開始日が前月21日  

から当月20日までの場合、第1月分の支払期日は、翌月末とし、第2月分以降も同様とします。但 

し、甲が乙の同意を得て預金口座振替による方法でレンタル料等を支払う場合、その支払期日(振 

替日)は翌月28日とし、第2月分以降も同様とします。 

④前1項及び3項にかかわらず、乙が事前に承諾し、レンタル明細書に記載した場合には、別に定め 

る支払条件に従うことができます。 

⑤自然人である甲は、預金口座振替の申し込みに関する書類を速やかに乙へ引き渡し、預金口座振 

替のみによる方法で月額レンタル料等を乙に支払います。但し、預金口座振替の手続が完了する 

までの間は、前3項に従うものとします。 

第５条(物件の引渡し) 

①乙は甲に対し、物件を甲の指定する日本国内の場所においてレンタル開始日の前日に引渡し、甲 

は物件をレンタル終了日に返還します。物件の引渡し及び返還に要する運送費等の諸費用は甲の 

負担とし、第1月分のレンタル料等支払時に全額支払うものとします。 

②甲が乙から物件の引渡しを受けた後48時間以内に物件の員数につき不足の申し立てがなかった場 

合は、物件はレンタル明細書のとおり甲に引き渡されたものとします。 

③甲が乙に対して、物件の引渡しを受けた後48時間以内に物件の性能の欠陥につき書面による通知 

をしなかった場合は、物件は通常の性能を備えた状態で甲に引渡されたものとします。 

第６条(担保責任) 

 乙は甲に対して、引渡し時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、甲の使用

目的への適合性については担保しません。 

第７条(担保責任の範囲) 

①レンタル期間中、甲の責によらない事由により生じた性能の欠陥により物件が正常に作動しない 

場合は、乙は物件を速やかに交換し、又は速やかに修理します。この場合、乙は物件の交換又は 

修理のために使用が妨げられた期間のレンタル料等を日割計算により減免することがあります。 

②乙は前項に定める以外の責任を負いません。 

第８条(物件の使用、保管) 

①甲は物件を善良な管理者の注意をもって使用中保管し、これらに要する消耗品及び費用を負担し 

ます。甲は物件をその本来の使用目的以外に使用しません。 

②甲は乙の書面による承諾を得ないで物件の譲渡、転貸及び改造をしません。また甲は物件を分解、 

修理、調整したり、貼付された乙の所有権を明示する標識、調整済みの標識等を除去し、汚染し 

ません。 

③甲が物件をレンタル明細書記載の設置場所以外に移動する場合には、乙の書面による承諾を得ま 

す。 

④乙又は乙の代理人は、いつでも物件をその設置場所で点検できます。 

第９条(物件の使用管理義務違反) 

 物件が甲の責による事由に基づき滅失、損傷した場合、甲が物件にパスワードを設定し解除しな

いために使用不能となった場合、あるいは甲が乙の物件に対する所有権を侵害した場合は、甲は乙

に対して、滅失した物件の再購入代金、損傷あるいは使用不能となった物件の修理代金又は所有権

の侵害によって乙が被った一切の損害額を弁済します。 

第１０条(物件の保険) 

①乙は物件に対し、再購入代金又は修理費用を保険金額とする動産総合保険普通保険約款による動 

産総合保険を付保します。 

②前項の動産総合保険の特約は、台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等 

の水災によって生じた損害は付保しますが、地震、噴火もしくはこれらによる津波によって生じ 

た損害、これらの事由によって生じた火災、日本国外で生じた損害は付保しません。 

③物件に保険事故が発生した場合には、甲は直ちにその旨を乙に通知するとともに、乙の保険金受 

領手続きに協力します。 

④甲が前項の義務を履行した場合には、甲が乙に賠償しなければならない第９条の金額について、 

乙が受領した保険金の限度でその義務から免れます。 

第１１条(レンタル期間の短縮) 

①第3条2項にかかわらず、甲は乙に対し書面によりレンタル期間の短縮を求めることができます。

この場合、乙はレンタル期間等短縮承諾書を甲に発行することにより、甲の乙に対する次項に定め

るレンタル期間短縮調整金(以下レンタル期間短縮調整金といいます)の支払を条件として、レンタ

ル期間の短縮を承諾します。 

②レンタル期間短縮調整金は、当該レンタル契約に適用される料金制度表(以下料金制度表といいま 

す)に定める期間短縮のための解約料の金額とします。料金制度表において実際の利用期間に該当 

する料金に精算することが求めれられている場合のレンタル期間短縮調整金は、期間短縮後のレ 

ンタル月数(以下短縮後月数といいます)に、レンタル料金表において短縮後月数と同じレンタル 

期間に適用される月額レンタル料の内、機種特定契約に該当する料金制度に示される月額レンタ 

ル料を除き、低い方の月額レンタル料を乗じた値から、契約に定める当初の月額レンタル料に短 

縮後月数を乗じた値を差し引いた金額とします。 

第１２条(新物件のレンタル契約と解約料) 

 甲がレンタル期間中に物件を乙の発行するレンタル料金表に明示されている物件と同じ製品の部

分に属する異種の機器(以下新物件といいます)に交換することを希望し、乙と新物件について新た

なレンタル契約を締結した場合、乙はこの契約の第3条2項及び前条の規定にかかわらず、当該レン

タル契約に適用される料金制度表に基づき、当該レンタル契約に適用されるレンタル料金表に乙が

明示する機種変更のための解約料の支払いを条件として、レンタル期間の短縮を承諾します。 

第１３条(レンタル期間の延長) 

①レンタル期間が満了する1週間前までに、甲から延長期間を定めて期間延長の申し出があった場 

合は、甲がレンタル契約の条項に違反していない限り、当該レンタル契約に適用される料金制度 

表に基づき、乙は乙が別に定めるレンタル料等の支払を条件としてこの申し出を承諾し、その証 

として甲に対しレンタル期間延長承諾書を発行します。 

②前項により延長された期間をさらに延長するときも前項の規定によるものとし、以降も同様とし 

ます。 

第１４条(レンタル物件の購入選択権) 
 乙が発行しレンタル契約の締結日に有効で当該レンタル契約に適用される料金制度表に基づき、
当該レンタル契約に適用されるレンタル料金表において、甲が物件について購入選択権を有する旨
及びその選択購入価格が明示されている場合、甲はレンタル契約で最初に定めたレンタル期間中に、
乙に対し物件の購入を選択する旨を書面で通知することができます。この場合乙は乙の指定する所
有権譲渡契約書により当該選択購入価格で物件を甲に譲渡します。 

第１５条(履行遅滞等) 
①甲が次の各号の一つに該当するときは、乙は甲に対して通知又は催告をしないでレンタル契約を 
解除し物件の返還を請求することができます。 
一、レンタル料等の支払を一回でも遅滞したとき。なお、甲に民事再生、破産、会社更生、特別清  
算その他倒産手続の申立があった後、レンタル料等の支払が法律上禁止されない期間において、  
レンタル料等の支払を一回でも遅滞したときも、当然に含まれます。 
二、レンタル契約の条項の一つにでも違反したとき。 
三、仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分などを受け、又は、民事再生、破  
産、会社更生、特別清算その他倒産手続の申立があったとき。 
四、手形又は小切手を不渡りにしたとき。 
五、営業の廃止、解散の決議をし、又は業務停止の処分を受けたとき。 
六、甲が合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業の全部又は重要な一部の事業譲渡を決議した  
とき、又は甲の主要な株主に変動が生じるなど甲の経営主体に変動があったとき。 
七、乙が甲の代表者と連絡が取れなくなったとき、又は甲が死亡したとき。 
八、甲が住所を日本国外に移転しようとしたとき。 
九、経営が著しく悪化しまたはその恐れがあると認められる相当の事由が生じたとき。 
②前項に基づき、乙が物件の引取りを行う場合、乙又は乙の代理人は、いつでも物件の所在する場 
所に立入り、これを搬出し、引取ることができます。 
③第1項各号の事由が生じた場合、乙は通知又は催告をしないでレンタル期間を短縮し、甲に対し、 
第11条2項に定めるレンタル期間短縮調整金の支払を請求することができます。 
④乙によって前2項の処置がとられた場合でも、レンタル契約に基づくその他の甲の義務は何ら免 
除されません。 
⑤レンタル契約に基づく甲の義務の不履行に関する一切の費用は、甲の負担とします。 
第１６条(遅延利息) 
 甲がレンタル契約に基づく債務の履行を遅滞したとき、甲は乙に対し、支払うべき金額に対し、
支払済に至るまで年率14.6パーセントの割合による遅延利息を支払います。 
第１７条(物件の返還遅延の損害金) 
 甲は乙に対して物件の返還をなすべき場合、その返還を遅延したときは、甲はその期日の翌日か
ら返還の完了日までの遅延損害金を支払います。この場合、遅延期間1ヶ月当たりの損害金は、レン
タル明細書に記載する月額レンタル料に相当する金額とします。なお遅延期間が1ヶ月以内の場合に
もその端数を切り上げ1ヶ月とみなし、日割計算は行ないません。 
第１８条(相殺の禁止) 
 甲は、レンタル契約に基づき乙に対し負担する債務を、乙または乙の継承人に対する甲の債権を
もって相殺することはできません。 
第１９条(乙の権利の譲渡) 
 乙は、この契約に基づく乙の権利を金融機関又はリース会社等第三者に譲渡し、若くは担保に差
入れることができます。 
第２０条(ソフトウェアの複製等の禁止) 
 甲は物件の一部を構成するソフトウェアがある場合、それらソフトウェアに関して次の行為を行
うことはできません。 
(1) 有償、無償にかかわらずソフトウェアを第三者へ譲渡し、又は使用権設定を行うこと。 
(2) ソフトウェアを複製すること。 
(3) ソフトウェアを変更し、又は改作すること。 
第２１条(やむを得ない事由による乙の事業活動の休止) 
 地震、台風、暴風雨、豪雨等による洪水等の水災、戦争、暴動、テロリズムその他不可抗力によ
り、又は新型インフルエンザその他感染症等の発生により、乙が事業活動の一部又は全部を休止し
なければならないと乙が合理的に判断したときは、次の各号の定めるところによります。なお、乙
の合理的な判断により乙が事業活動の一部又は全部を休止する期間を、以下乙の活動中止期間とい
います。 
一、乙は、乙の活動中止期間の間、第5条1項に定める物件の引渡しの義務を負わないものとしま   
す。乙は、乙の活動中止期間が経過した後遅滞なく、第5条1項に定める物件の引渡しを行うも  
のとします。 
二、乙は、乙の活動中止期間の間、第7条1項に定める物件の交換又は修理を行う義務を負わず、乙  
の活動中止期間が経過した後に、当該義務を履行することができるものとします。 
三、第3条に定めるレンタル期間満了日が乙の活動中止期間中の日である場合、甲は、乙の活動中   
止期間の間、第5条1項に定める物件の返還義務を負わないものとします。この場合、甲は、乙  
の活動中止期間が経過した後遅滞なく、(ⅰ)第5条1項に従い物件を乙に引渡す、(ⅱ)第13条に  
定めるレンタル期間の延長を行う(但し、甲がレンタル契約の条項に違反していない場合に限り  
ます。)、(ⅲ)第14条に定めるレンタル物件の購入を行う(但し、第14条に定める場合に限りま  
す。)のいずれかにつき選択を行い、乙に申し出た上で(ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)に定める事項を履行するも  
のとします。但し、乙の活動中止期間が経過した後遅滞なく申し出がなされない場合は、(ⅰ)   
物件を乙に引渡すことが選択されたものとみなします。なお、乙の活動中止期間が開始する前  
に、第13条の定めに従いレンタル期間の延長手続が完了していた場合は、当該手続に従ったレ  
ンタル期間の延長が行われるものとします。 
四、第三号(ⅰ)に従い物件の引渡しが選択された場合、レンタル期間満了の日の翌日から、乙への  
物件の引渡しが行われた日までのレンタル料等は、発生しないものとします。但し、乙の活動  
中止期間が経過した後遅滞なく物件の引渡しを行わなかった場合、甲は、引渡しを遅滞した日  
の翌日から引渡しの完了日まで、第17条に定める物件の返還遅延の損害金を支払います。 
五、第三号(ⅱ)に従いレンタル期間の延長が選択された場合、第13条に定めるレンタル期間延長の  
起算日は、レンタル期間満了の日の翌日とします。この場合、甲は、第13条1項に規定された乙  
が別に定めるレンタル料等を乙に支払うものとし、また、当該レンタル料等がレンタル期間満  
了の日の翌日を起算日として計算されることを承諾します。 
六、第三号(ⅲ)に従いレンタル物件の購入が選択された場合、レンタル期間満了の日の翌日から、  
第14条の定めに従い物件が甲に譲渡される日までのレンタル料金等は、発生しないものとしま  
す。 
七、甲は、乙の活動中止期間中である場合においても、また、本条柱書に定める事由により甲が事  
業活動の一部又は全部を休止しなければならない場合においても、第4条に定めるレンタル料等  
の支払義務その他レンタル契約に定める義務を免れるものではなく、また、レンタル料等の支  
払期日が変更されるものではないことを承諾します。 
第２２条(情報) 
 レンタル期間中、又は甲が乙に物件を返還した後であるかに関わらず、また物件の返還の理由の
如何を問わず、物件の内部に記録されているいかなる情報についても、甲は乙に対し返還、修復、
削除、賠償などの請求をせず、且つ著作権、ノウハウ、その他の知的所有権の行使をしません。 
第２３条(通知・報告義務) 
①甲に第15条1項各号の事由が発生したとき、又は甲の住所、商号、代表者に変更があるときは、 
甲は直ちにその旨を乙に書面で通知します。 
②乙から要求のあったときは、甲はいつでもその物件の設置、保管、使用の状況について乙に報告 
します。 
第２４条(合意管轄) 
 レンタル契約について訴訟の必要が生じたときは、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を管轄
裁判所とします。 
第２５条(レンタル料金表、料金制度表、特記事項) 
①甲は乙から、乙所定のレンタル料金表及び追加レンタル料金表、料金制度表を受領し、説明を受 
け、了承しました。 
②本約款の各条項に定めていない事項又は本約款の各条項と異なる取決めについては、レンタル明 
細書の特記事項に定めるところによります。  
 
ご注意事項 
レンタル開始日以前にお申込の取り消しを行う場合は申込み期間料金合計額の一割相当の解約料金
をお支払いいただきます。 
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